
　　　

　復旧するコンクリートブロック積が民地を侵害するおそれがあることについて、土地
所有者との確認に不測の日数を要したため工期を延長するものである。

変 更 の 理 由

大館市赤石字屋布南２１－１

契 約 者 住 所 氏 名 株式会社石戸谷建設

代表取締役 石戸谷　伸

変更後の請負代金額 37,455,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

変 更 後 の 工 期 令和5年12月21日 ～ 令和6年6月28日

変更前の請負代金額 37,455,000 円 （消費税及び地方消費税を含んだ金額）

当 初 契 約 締 結 日 令和5年12月21日

変 更 契 約 締 結 日 令和6年3月28日

変 更 前 の 工 期 令和5年12月21日 ～ 令和6年3月29日

様式第４号

変更契約締結に係る事項の公表

工 事 ・ 物 品 等 普通河川別所川(2号)河川災害復旧工事　04-51G349H

工 事 場 所 大館市十二所字三ツ谷向　地内


